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特 定 保 険 医 療 材 料 及 び そ の 材 料 価 格 （ 材 料 価 格 基 準 ）（ 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 六 十 一 号 ） 新 旧 対 照 表

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 現 行

別表 別表

Ⅰ （略） Ⅰ （略）

Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11 Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格 部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

001～185 （略） 001～185 （略）

186 気管支手術用カテーテル 323,000円 （新設）

Ⅲ～Ⅴ （略） Ⅲ～Ⅴ （略）

Ⅵ 歯科点数表の第２章第12部に規定する特定保険医療材料及びその材料価 Ⅵ 歯科点数表の第２章第12部に規定する特定保険医療材料及びその材料価

格 格

006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 １g 1,279円 006 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 １g 1,190円

（金12％以上 ＪＩＳ適合品） （金12％以上 ＪＩＳ適合品）

007 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 板状 １g 1,346円 007 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 板状 １g 1,239円

（金12％以上 ＪＩＳ適合品） （金12％以上 ＪＩＳ適合品）

008 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 バー状 １cm 1,090円 008 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 バー状 １cm 983円

パラタルバー用 （金12％以上 ＪＩＳ適合品） パラタルバー用 （金12％以上 ＪＩＳ適合品）

009 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 バー状 １cm 1,197円 009 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金 バー状 １cm 1,090円

リンガルバー用 （金12％以上 ＪＩＳ適合品） リンガルバー用 （金12％以上 ＪＩＳ適合品）

010 歯科用金銀パラジウム合金ろう １g 2,214円 010 歯科用金銀パラジウム合金ろう １g 2,104円

（金15％以上 ＪＩＳ適合品） （金15％以上 ＪＩＳ適合品）

Ⅶ～Ⅸ（略） Ⅶ～Ⅸ（略）
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